
最高検企第386号

令和4年8月5日

山中理司殿

検事総長甲斐行

裁決書謄本の送付について

令和3年11月22日になされた審査請求について、裁決を行ったので、行政不

服審査法（平成26年法律第68号） 51条2項の規定により、別添のとおり裁決

書の謄本を送付します。



最高検企第385号

決 書裁
‐

審査請求人

住 所大阪市北区西天満4丁目7番3号

冠山ピル3階

氏 名山中理司

上記審査請求人から令和3年11月22日になされた行政機関の保有する情報の

公開に関する法律（以下「法」 という。） 9条の規定に基づく行政文書の不開示決

定に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文
●
●

●● 本件審査請求を棄却する。
●●●●●

。●．
● 事案の概要

1 審査請求人は、令和3年9月14日、検事総長（以下「処分庁」 という。）に

対し、行政文書開示請求書を提出した。

2処分庁は、同月16日付けで受理した審査請求人の行政文書開示請求に対し、

同年10月13日、開示請求に係る行政文書を作成又は取得しておらず、保有し

ていないとして、不開示決定（以下「原処分」 という。）を行い、 「行政文書不

開示決定通知書」を審査請求人宛て郵送した。

3審査請求人は、同年11月22日、審査庁である処分庁に対し、原処分につい

て審査請求をした。

審理関係人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

法3条の規定に基づく開示請求に対し、令和3年10月13日付け最高検企第

318号により処分庁が行った原処分を取り消すとの決定を求める。

2審査請求の理由

審査請求の理由は、審査請求書によると、おおむね以下のとおりである（添付

資料は省略する｡)。



性犯罪捜査全書588頁に「筆者は、痴漢に関する裁判の実態を明らかにすべ

く、平成28年1月1日から同年12月末までの間、東京地検によって東京地裁

に公判請求された本条例違反のうちで、盗撮などを除いた電車等の公共交通機関

内等の痴漢事件に関し、そのほぼ全てである77件を抽出し、公判での否認の内

容、争点及び事実認定の各問題点について個別具体的に検討し、近時における痴

漢事件の捜査・公判上の問題点を洗い出して検討することとした｡」 と記載され

ている。

また、同書1001頁ないし1004頁によれば、大量の公刊物未登載判例が

掲載されている。

そして、 このような研究を元最高検察庁刑事部長が行えたことからすれば、本

件対象文書(1)又は(2)のいずれかが存在するといえる。

理 由

1 本件開示請求について

本件開示請求は、別紙記載の本件対象文書の開示を求めるものであり、処分庁

は、 これを作成又は取得しておらず、保有していないとして不開示とする原処分

を行った。

これに対し、審査請求人は、原処分の取消しを求めているところ、諮問庁は、

原処分は妥当であるとしていることから、以下、本件対象文書の保有の有無に

ついて検討する。

2本件対象文書の保有の有無に､ついて

本件対象文書の探索は、本件開示請求及び審査請求を受けて著者が退職時に所

属していた刑事部のほか、関連する規程を所管する可能性がある総務課及び企画

調査課において、対象となる文書を探索及び再探索したが発見に至らなかったも

のであり、対象文書の探索の範囲等について、特段の問題があるとは認められな

い。

文書1については、退職者を含む外部の者が判決書を入手しようとする場合の

手続としては、刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号）が考えられると

ころ、同法2条において、判決書の記録の保管は1審検察庁において行うことと

なっており、処分庁においては判決書を保管することはないことから、 この手続

に関する文書は存在しないものであり、文書2については、判決は、公判廷にお

いて宣告されるものであることから、必ずしもその全てが国家公務員法100条

1項の守秘義務の対象となるものではないが、一般論として、検察官に対しても

同条項の適用はあり、 この趣旨に反するような本件対象文書の作成をしていない

以上、本件対象文書に該当する文書は存在しないものであると認められる。
また、審査請求人において、本件対象文書の存在について、具体的な根拠を示

しているわけではなく、処分庁において本件対象文書を保有していることをうか

がわせる事情も認められない。
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したがって、最高検察庁において、本件対象文書を保有しているとは認められ

ない。

3結論

以上のことから、本件対象文書につき、 これを保有していないとして不開示とt」

した決定については、最高検察庁において本件対象文書を保有しているとは認め

られず、妥当である。

また、情報公開・個人情報保護審査会の答申においても、同様の判断が示され

ているところである。

よって、主文のとおり裁決する。

※1 この裁決については、 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、

審査庁の所属する国を被告として（訴訟において審査庁の所属する国を代表する者は法務大臣

となります｡）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、 この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であるこ

とを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

2 また、上記の期間が経過する前に、 この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した

場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があると●

きは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決
●

の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

●

●●

●●●●●

●●●
●

令和4年8月5 日

検事総長甲斐行
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別紙（本件対象文書）

文書1 「性犯罪捜査全書一理論と実務の詳解一」 （著者は城祐一郎元最高検

察庁刑事部検事。令和3年9月に株式会社立花書房から出版された書籍）

の執筆に関して最高検察庁が提供した判決書の日付が分かる文書

文書2最高検察庁の検事は、退官した後も、性犯罪に関する判決書のコピーを

手元に残したままにできることが分かる文書（最新版）
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この写しは、原本と相違ないことを証明する。

令和4年8月5日

最高検察庁総務部企画調査課長 善 和三
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